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議案第６２号 

 

　　　長久手市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例につい

て 
 

　長久手市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定

めるものとする。 
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　　　説　明 

この案を提出するのは、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、

職員等の旅費の所要の事項に関し、長久手市職員の旅費に関する条例等の一部

を改正するため必要があるからである。 
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別紙 

長久手市条例第　　号 

長久手市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

　（長久手市職員の旅費に関する条例の一部改正） 

第１条　長久手市職員の旅費に関する条例（昭和４０年長久手村条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

 

 
改正後 改正前

 第１章　総則

 （用語の意義） （用語の意義）

 第２条　この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

第２条　この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

 (1)及び(2)　（略） (1)及び(2)　（略）

 (3)　出張　職員が公務のため一時

その在勤庁（常時勤務する在勤庁

のない場合又は任命権者若しく

はその委任を受けた者又は旅行

依頼を行う者（以下「旅行命令権

者」という。）が認める場合には、

その住所、居所その他旅行命令権

者が認める場所）を離れて旅行

し、又は職員以外の者が公務のた

め一時その住所又は居所を離れ

て旅行することをいう。

(3)　出張　職員が公務のため一時

その在勤庁                   

                             

                             

                             

                             

                             

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　を離れ

て旅行することをいう。

 (4)　（略） (4)　（略）

 (5)　帰住　職員が退職し、又は死

亡した場合において、その職員 

(5)　帰住　職員が退職し、又は死

亡した場合において、その職員若
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                    又はその遺

族が生活の根拠  となる地に旅

行することをいう。

しくはその扶養親族又はその遺

族が生活の根拠地となる地に旅

行することをいう。

 (6)　家族　　　内国旅行にあって

は職員の配偶者（婚姻の届出をし

ていないが、事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。以下同

じ。）、子、父母、孫、祖父母及

び兄弟姉妹で職員と生計を一に

するものをいい、外国旅行にあっ

ては職員の配偶者及び子で職員

と生計を一にするものをいう。

(6)　扶養親族　　　　　　　　　

　職員の配偶者（届出をしないが

　　 　　　事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。以下同

じ。）、子、父母、孫、祖父母及

び兄弟姉妹で主として職員の収

入によって生計を維持している

ものをいう　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　。

 (7)　遺族　職員の配偶者、子、父

母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並び

に職員の死亡当時職員と生計を

一にしていた他の親族をいう。

(7)　遺族、職員の配偶者、子、父

母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並び

に職員の死亡当時職員と生計を

一にしていた他の親族をいう。

 (8)　旅行役務提供者　旅行業者

（旅行業法（昭和２７年法律第２

３９号）第６条の４第１項に規定

する旅行業者をいう。）その他の

市長が規則で定める者（以下この

号において「旅行業者等」とい

う。）であって、市と旅行役務提

供契約（旅行業者等が市に対して

旅行に係る役務を旅行者に提供

することを約し、かつ、市が当該

旅行業者等に対して当該旅行に

係る旅費に相当する金額を支払

うことを約する契約をいう。次条
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 第７項において同じ。）を締結し

たものをいう。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２　この条例において「何々地」とい

う場合には、市町村の存する地域

（都の特別区の存する地域にあっ

ては、特別区の存する全地域）をい

うものとする。

２　この条例において「何級の職務」

という場合には、長久手市職員の給

与に関する条例（昭和３６年条例第

１号）別表第１及び別表第２に規定

する行政職給料表（一）による当該

級の職務（行政職給料表（一）の適

用を受けない者については、任命権

者が市長に協議して定めるこれに

相当する職務）をいうものとする。 

３　この条例において「何々地」とい

う場合には、本邦にあっては市町村

の存する地域（都の特別区の存する

地域にあっては、特別区の存する全

地域）をいい、外国にあってはこれ

に準じる地域をいうものとする。た

だし、「在勤地及びこれに準じる地

域」という場合には、在勤庁から１

２キロメートル以内の地域（以下

「在勤地」という。）をいうものと

する。

 （旅費の支給） （旅費の支給）

 第３条　（略） 第３条　（略）

 ２　職員又はその遺族が次の各号の

いずれかに該当する場合には、当該

各号に掲げる者に対し旅費を支給

する。

２　職員又は遺族   　が次の各号の

いずれかに該当する場合には、当該

各号に掲げる者に対し旅費を支給

する。

 (1)～⑸　（略） (1)～⑸　（略）
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 ３及び４　（略） ３及び４　（略）

 ５　第１項、第２項及び前項の規定に

より旅費の支給を受けることがで

きる者が、次条第３項の規定により

旅行命令又は旅行依頼（以下「旅行

命令等」という。）の変更（取消し

を含む。以下同じ。）を受け、又は

死亡した場合において、当該旅行の

ため既に支出した金額のうちその

者の損失となる金額又は支出を要

する金額で市長が規則で定めるも

のを旅費として支給することがで

きる。

５　第１項、第２項及び前項の規定に

より旅費の支給を受けることがで

きる者（その者の扶養親族の旅行に

ついて旅費の支給を受けることが

できる場合には、当該扶養親族を含

む。）が、その出発前に次条第３項

の規定により旅行命令又は旅行依

頼（以下「旅行命令等」という。）

を変更（取消しを含む。以下同じ。）

され、又は死亡した場合において、

当該旅行のため既に支出した金額

があるときは、当該金額のうちその

者の損失となった金額で市長が規

則で定めるものを旅費として支給

することができる。

 ６　第１項、第２項及び第４項の規定

により旅費の支給を受けることが

できる者が、旅行中　　　　　　　

　　                           

                               

                               

      天災その他市長が定める事

情により、概算払を受けた旅費額

（概算払を受けなかった場合には、

概算払を受けることができた旅費

額に相当する金額）の全部又は一部

を喪失した場合は、その喪失した旅

費額の範囲内で市長が規則で定め

６　第１項、第２項及び第４項の規定

により旅費の支給を受けることが

できる者（その者の扶養親族の旅行

について旅費の支給を受けること

ができる場合には、当該扶養親族を

含む。）が、旅行中交通機関等の事

故又は天災その他市長が定める事

情により、概算払を受けた旅費額

（概算払を受けなかった場合には、

概算払を受けることができた旅費

額に相当する金額）の全部又は一部

を喪失した場合は、その喪失した旅

費額の範囲内で市長が規則で定め
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 る金額を旅費として支給すること

ができる。

る金額を旅費として支給すること

ができる。

 ７　第１項、第２項、第４項及び第５

項に規定する場合において、市が旅

行役務提供契約に基づき旅行役務

提供者に支払うべき金額があると

きは、これらの項に規定する者に対

する旅費の支給に代えて、当該旅行

役務提供者に対し、当該金額を旅費

に相当するものとして支払うこと

ができる。

 （旅行命令等） （旅行命令等）

 第４条　旅行は、旅行命令権者　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　の発する旅行命令等によって

行わなければならない。

第４条　旅行は、任命権者若しくはそ

の委任を受けた者又は旅行依頼を

行う者（以下「旅行命令権者」とい

う。）の発する旅行命令等によって

行わなければならない。

 ２　（略） ２　（略）

 ３　旅行命令権者は、既に発した旅行

命令等の変更をする必要があると

認める場合で、前項の規定に該当　

する場合には、自ら又は次条第１項

若しくは第２項の規定による旅行

者の申請に基づき、その変更をする

ことができる。

３　旅行命令権者は、既に発した旅行

命令等を変更する　必要があると

認める場合で前項の  規定に該当

する場合には、自ら又は次条第１項

若しくは第２項の規定による旅行

者の申請に基づき、変更する     

ことができる。

 ４　旅行命令権者は、旅行命令等を発

し、又はその変更をするには、旅行

命令簿又は旅行依頼簿（以下「旅行

命令簿等」という。）に当該旅行に

４　旅行命令権者は、旅行命令等を発

し、又はこれを変更するには、旅行

命令簿又は旅行依頼簿（以下「旅行

命令簿等」という。）に当該旅行に
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 ついて必要な事項を記載し、これを

当該旅行者に提示して行わなけれ

ばならない。ただし、これを提示す

るいとまがない場合には、口頭によ

り旅行命令等を発し、又は変更する

ことができる。

ついて必要な事項を記載し、これを

当該旅行者に提示して行わなけれ

ばならない。ただし、これを提示す

るいとまがない場合には、口頭によ

り旅行命令等を発し、又は変更する

ことができる。

 ５及び６　（略） ５及び６　（略）

 （旅費の種目） （旅費の種類）

 第６条　旅費の種目は、鉄道賃、船賃、

航空賃、その他の交通費、宿泊費、

包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着

後滞在費、家族移転費、渡航雑費　

及び死亡手当とする。

第６条　旅費の種類は、鉄道賃、船賃、

航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓

料、移転料、着後手当、扶養親族移

転料、支度料、旅行雑費、及び死亡

手当とする。

 ２　鉄道賃は、鉄道旅行について、路

程に応じ旅客運賃等により支給す

る。

 ３　船賃は、水路旅行について、路程

に応じ旅客運賃等により支給する。

 ４　航空賃は、航空旅行について、路

程に応じ旅客運賃により支給する。

 ５　車賃は、陸路（鉄道を除く。以下

同じ。）旅行について、路程に応じ

１キロメートル当たりの定額又は

実費額により支給する。

 ６　日当は、旅行中の日数に応じ１日

当たりの定額により支給する。

 ７　宿泊料は、旅行中の夜数に応じ１

夜当たりの定額により支給する。

 ８　食卓料は、水路旅行及び航空旅行
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 中の夜数に応じ１夜当たりの定額

により支給する。

 ９　移転料は、赴任に伴う住所又は居

所の移転について、路程に応じ一定

距離当たりの定額により支給する。

 １０　着後手当は、赴任に伴う住所又

は居所の移転について、定額により

支給する。

 １１　扶養親族移転料は、赴任に伴う

扶養親族の移転について支給する。

 １２　支度料は、外国への出張につい

て定額により支給する。

 １３　旅行雑費は、外国への出張に伴

う雑費について、実費額により支給

する。

 １４　死亡手当は、職員が出張のため

外国旅行中に死亡した場合につい

て定額等により支給する。

 １５　内国旅行のうち第１９条第１

項に規定する旅行については、第１

項に掲げる旅費に代え、日額旅費を

旅費として支給する。

 １６　外国旅行のうち第３２条第１

項に規定する旅行については、第１

項に掲げる旅費に代え、旅行手当を

旅費として支給する。

 （旅費の計算） （旅費の計算）

 第７条　旅費は、旅行に要する実費を

弁償するためのものとして前条に

第７条　旅費は                   
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 規定する種目について、最も経済的

な通常の経路及び方法により旅行

した場合によって　　計算する。た

だし、公務上の必要又は天災その他

やむを得ない事情により最も経済

的な通常の経路又は方法によって

旅行し難い場合には、その現によっ

た経路及び方法によって計算する。

                 　、最も経済的

な通常の経路及び方法により旅行

した場合の旅費により計算する。た

だし、公務上の必要又は天災その他

やむを得ない事情により最も経済

的な通常の経路又は方法によって

旅行し難い場合には、その現によっ

た経路及び方法によって計算する。

 第８条から第１０条まで　削除 第８条　旅費計算上の旅行日数は、第

３項の規定に該当する場合を除く

ほか、旅行のため現に要した日数に

よる。ただし、公務上の必要又は天

災その他やむを得ない事情により

要した日数を除くほか、鉄道旅行に

あっては４００キロメートル、水路

旅行にあっては２００キロメート

ル、陸路旅行にあっては５０キロメ

ートルについて１日の割合をもっ

て通算した日数をこえることがで

きない。 

２　前項ただし書の規定により通算

した日数に１日未満の端数を生じ

たときは、１日とする。 

３　第３条第２項第１号から第４号

までの規定に該当する場合には、旅

費計算上の旅行日数は、第１項ただ

し書及び前項の規定により計算し

た日数による。 

第８条の２　旅行者が同一地域（第２
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 条第３項に規定する地域区分によ

る地域をいう。以下同じ。）に滞在

する場合における日当及び宿泊料

は、その地域に到着した日の翌日か

ら起算した滞在日数３０日を超え

る場合には、その超える日数につい

て定額の１０分の１に相当する額、

滞在日数６０日を超える場合には、

その超える日数について定額の１

０分の２に相当する額をそれぞれ

の定額から減じた額による。 

２　同一地域に滞在中一時他の地に

出張した日数は、前項の滞在日数か

ら除算する。 

第８条の３　私事のため在勤地又は

出張地以外の地に居住又は滞在す

る者が、その居住地又は滞在地から

直ちに旅行する場合において、居住

地又は滞在地から目的地に至る旅

費額が在勤地又は出張地から目的

地に至る旅費額より多いときは、当

該旅行については、在勤地又は出張

地から目的地に至る旅費を支給す

る。 

第９条　１日の旅行において日当又

は宿泊料（扶養親族移転料のうちこ

れらの旅費に相当する部分を含む。

以下本条において同じ。）について

定額を異にする事由が生じた場合

には、額の多い方の定額による日当
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 又は宿泊料を支給する。 

第１０条　鉄道旅行、水路旅行、航空

旅行又は陸路旅行中における年度

の経過、職務の級の変更等のため鉄

道賃、船賃、航空賃又は車賃（扶養

親族移転料のうちこれらの旅費に

相当する部分を含む。）を区分して

計算する必要がある場合には、その

必要が生じた後の最初の目的地に

到着するまでの分及びそれ以後の

分に区分して計算する。

 （旅費の請求手続） （旅費の請求手続）

 第１１条　旅費（概算払に係る旅費を

含む。）の支給を受けようとする旅

行者及び概算払に係る旅費の支給

を受けた旅行者でその精算をしよ

うとするもの並びに旅費に相当す

る金額の支払を受けようとする旅

行役務提供者は、所定の請求書（当

該請求書に記載すべき事項を記録

した電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるもの

をいう。第５項において同じ。）を

含む。以下この条において同じ。）

に必要な書類を添えて、これを当該

旅費又は当該金額の支出をする者

第１１条　旅費（概算払に係る旅費を

含む。）の支給を受けようとする旅

行者及び概算払に係る旅費の支給

を受けた旅行者でその精算をしよ

うとするものは、所定の請求書に必

要な書類を添えて、これを当該旅費

の支出又は支払をする者（以下「支

払担当者等」という。）に提出しな

ければならない。この場合におい

て、必要な添付書類の全部又は一部

を提出しなかった者は、その請求に

係る旅費額のうち、その書類を提出

しなかったため、その旅費の必要が

明らかにされなかった部分の金額

の支給を受けることができない。
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 （以下「支出命令権者」という。）

に提出しなければならない。この場

合において、必要な添付書類の全部

又は一部を提出しなかった者は、そ

の請求に係る旅費又は旅費に相当

する金額のうちその書類を提出し

なかったため、その旅費又は旅費に

相当する金額の必要が明らかにさ

れなかった部分の支給又は支払を

受けることができない。

 ２　（略） ２　（略）

 ３　支出命令権者は、前項の規定によ

る精算の結果過払金があった場合

には、所定の期間内に、当該過払金

を返納させなければならない。

３　支払担当者等は、前項の規定によ

る精算の結果過払金があった場合

には、所定の期間内に、当該過払金

を返納させなければならない。

 ４　支出命令権者は、その支出し、又

は支払った概算払に係る旅費の支

給を受けた旅行者が第２項に規定

する期間内に旅費の精算をしなか

った場合又は前項に規定する期間

内に過払金を返納しなかった場合

には、当該支出命令権者がその後に

おいてその者に対し支出し、又は支

払う給与又は旅費の額から当該概

算払に係る旅費額又は当該過払金

に相当する金額を差し引かなけれ

ばならない。

４　支払担当者等は、その支出し、又

は支払った概算払に係る旅費の支

給を受けた旅行者が第２項に規定

する期間内に旅費の精算をしなか

った場合又は前項に規定する期間

内に過払金を返納しなかった場合

には、当該支払担当者等がその後に

おいてその者に対し支出し、又は支

払う給与又は旅費の額から当該概

算払に係る旅費額又は当該過払金

に相当する金額を差し引かなけれ

ばならない。

 ５　第１項の請求書又は書類が電磁

的記録で作成されているときは、電
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 磁的方法（電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって市長が規

則で定めるものをいう。）により提

出することができる。

 ６　第１項に規定する請求書及び必

要な添付書類の種類、記載事項及び

様式、第２項及び第３項に規定する

期間並びに第４項に規定する給与

の種類は、市長が規則で定める。

５　第１項に規定する請求書及び必

要な添付書類の種類、記載事項及び

様式、第２項及び第３項に規定する

期間並びに前項　に規定する給与

の種類は、市長が規則で定める。

 第２章　内国旅行の旅費

 （鉄道賃） （鉄道賃）

 第１２条　鉄道賃は、鉄道（鉄道事業

法（昭和６１年法律第９２号）第２

条第１項に規定する鉄道事業の用

に供する鉄道及び軌道法（大正１０

年法律第７６号）第１条第１項に規

定する軌道をいう。次項及び第１５

条において同じ。）を利用する移動

に要する費用とし、その額は、次に

掲げる費用（第２号から第５号まで

に掲げる費用は、第１号に掲げる運

賃に加えて別に支払うものであっ

て、公務のため特に必要とするもの

に限る。）の額の合計額とする。 

(1) 　運賃 

(2) 　急行料金 

(3) 　寝台料金 

(4) 　座席指定料金 

第１２条　鉄道賃の額は、次に規定す

る旅客運賃（以下この条において

「運賃」という。）、急行料金及び

特別車両料金並びに座席指定料金

による。 

(1) 　その乗車に要する運賃 

(2) 　急行料金を徴する列車を運

行する線路による旅行の場合

には、前号に規定する運賃のほ

か、急行料金 

(3) 　４級以上の職務にある者が

特別車両料金を徴する客車を

運行する路線による旅行をす

る場合には、第１号に規定する

運賃及び前号に規定する急行

料金のほか、特別車両料金 

(4) 　座席指定料金を徴する客車



－15－ 

 (5)   前各号に掲げる費用に付随

する費用 

２　前項第１号に掲げる運賃の額の

上限は、運賃の等級が区分された鉄

道により移動する場合には、最下級

の運賃の額とする。

を運行する線路による旅行の

場合には、前各号に規定する運

賃及び料金のほか、座席指定料

金 

２　前項第２号に規定する急行料金

は、次の各号のいずれかに該当する

場合に限り、支給する。 

　(1)　特別急行列車を運行する線路

による旅行で片道１００キロメ

ートル以上のもの 

　(2)　普通急行列車を運行する線路

による旅行で片道５０キロメー

トル以上のもの 

３　 第１項第４号に規定する座席指

定料金は、特別急行列車又は普通

急行列車を運行する線路による旅

行で片道１００キロメートル以上

のものに該当する場合に限り、支

給する。

 （船賃） （船賃）

 第１３条　船賃は、船舶（海上運送法

（昭和２４年法律第１８７号）第２

条第２項に規定する船舶運航事業

の用に供する船舶をいう。次項及び

第１５条において同じ。）を利用す

る移動に要する費用とし、その額

は、次に掲げる費用（第２号から第

４号までに掲げる費用は、第１号に

掲げる運賃に加えて別に支払うも

第１３条　船賃の額は、次に規定する

旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含

む。以下この条において「運賃」と

いう。）、寝台料金及び特別船室料

金並びに座席指定料金による。 

(1)　運賃の等級を３階級に区分す

る船舶による旅行の場合には、

次に規定する運賃 

　　 ア　４級以上の職務にある者に
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 のであって、公務のため特に必要と

するものに限る。）の額の合計額と

する。

ついては、中級の運賃 

　　 イ　３級以下の職務にある者に

ついては、下級の運賃

 (1) 　運賃 

(2) 　寝台料金 

(3) 　座席指定料金 

(4) 　前各号に掲げる費用に付随 

　　する費用 

２　前項第１号に掲げる運賃の額の

上限は、運賃の等級が区分された船

舶により移動する場合には、最下級

の運賃の額とする。

(2)　運賃の等級を２階級に区分す

る船舶による旅行の場合には、

次に規定する運賃 

　　 ア　４級以上の職務にある者に

ついては、上級の運賃 

イ　３級以下の職務にある者に

ついては、下級の運賃 

(3)　運賃の等級を設けない船舶に

よる旅行の場合には、その乗船

に要する運賃 

(4)  公務上の必要により別に寝台

料金を必要とした場合には、前

３号に規定する運賃のほか、現

に支払った寝台料金 

  (5)　４級以上の職務にある者が、

第３号の規定に該当する船舶で

特別船室料金を徴するものを運

行する航路による旅行をする場

合には、同号に規定する運賃及

び前号に規定する寝台料金のほ

か、特別船室料金 

(6)　座席指定料金を徴する船舶を

運行する航路による旅行の場合

には、前各号に規定する運賃及

び料金のほか、座席指定料金 

２　前項第１号又は第２号の規定に
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 該当する場合において、同一階級の

運賃を更に２以上に区分する船舶

による旅行の場合には、当該各号の

運賃は、同一階級内の最上級の運賃

による。

 （航空賃） （航空賃）

 第１４条　航空賃は、航空機（航空法

（昭和２７年法律第２３１号）第２

条第１８項に規定する航空運送事

業の用に供する航空機をいう。次項

及び次条において同じ。）を利用す

る移動に要する費用とし、その額

は、次に掲げる費用（第２号及び第

３号に掲げる費用は、第１号に掲げ

る運賃に加えて別に支払うもので

あって、公務のため特に必要とする

ものに限る。）の額の合計額とする。 

(1)　運賃 

(2)　座席指定料金 

(3)　前２号に掲げる費用に付随す

る費用 

２　前項第１号に掲げる運賃の額の

上限は、運賃の等級が区分された航

空機により移動する場合には、最下

級の運賃の額とする。

第１４条　航空賃の額は、現に支払っ

た旅客運賃による。

 （その他の交通費） （車賃）
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 第１５条　その他の交通費は、鉄道、

船舶及び航空機以外を利用する移

動に要する費用とし、その額は、次

に掲げる費用（第２号から第４号ま

でに掲げる費用は、公務のため特に

必要とするものに限る。）の額の合

計額とする。 

(1)　道路運送法（昭和２６年法律

第１８３号）第３条第１号イに掲

げる一般乗合旅客自動車運送事

業（路線を定めて定期に運行する

自動車により乗合旅客の運送を

行うものに限る。）の用に供する

自動車を利用する移動に要する

運賃 

(2)　道路運送法第３条第１号ハに

掲げる一般乗用旅客自動車運送

事業の用に供する自動車その他

の旅客を運送する交通手段（前号

に規定する自動車を除く。）を利

用する移動に要する運賃 

(3)　前２号に掲げる運賃以外の費

用であって、道路運送法第８０条

第１項の許可を受けて業として

有償で貸し渡す自家用自動車（外

国におけるこれに相当するもの

を含む。）の賃料その他の移動に

直接要する費用 

(4)　前３号に掲げる費用に付随す

る費用

第１５条　車賃の額は、１キロメート

ルにつき３７円とする。ただし、公

務上の必要又は天災その他やむを

得ない事情により定額の車賃で旅

行の実費を支弁することができな

い場合には、実費額による。 

２　車賃は、全路程を通算して計算す

る。ただし、第１０条の規定により

区分計算する場合には、その区分さ

れた路程ごとに通算して計算する。 

３　前項の規定により、通算した路程

に１キロメートル未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てる。
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 （日当）

 第１６条　削除 第１６条　日当の額は、別表第１の定

額による。 

２　前項の規定にかかわらず、市長が

規則で定める地域に旅行する場合

における日当は、支給しない。

 （宿泊費） （宿泊料）

 第１７条　宿泊費は、旅行中の宿泊に

要する費用とし、その額は、地域の

実情を勘案して別表に定める額（次

条において「宿泊費基準額」とい

う。）を上限として実費額とする。

ただし、当該宿泊に係る特別な事情

がある場合として市長が規則で定

める場合は、当該宿泊に要する費用

の額とする。

第１７条　宿泊料の額は、宿泊地の区

分に応じた別表第１の定額による。 

２　宿泊料は、水路旅行及び航空旅行

については、公務上の必要又は天災

その他やむを得ない事情により上

陸又は着陸して宿泊した場合に限

り支給する。

 （包括宿泊費） 

第１７条の２　包括宿泊費は、移動及

び宿泊に対する一体の対価として

支払われる費用とし、その額は、当

該移動に係る第１２条から第１５

条までの規定による交通費の額及

び当該宿泊に係る宿泊費基準額の

合計額とする。

 （宿泊手当） 

第１８条　宿泊手当は、宿泊を伴う旅

行に必要な諸雑費に充てるための

費用とし、その額は、通常要する費

用の額を勘案して別表で定める１

（食卓料） 

第１８条　食卓料の額は、別表第１の

定額による。 

２　食卓料は、船賃若しくは航空賃の

ほかに別に食費を要する場合又は
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 夜当たりの定額とする。 

２　宿泊費又は包括宿泊費が次の各

号に掲げる場合に該当するときの

宿泊手当の額は、前項の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額と

する。 

　⑴　朝食又は夕食に係る費用のい

ずれかに相当するものが含まれ

る場合　前項で定める額の３分

の２に相当する額 

　⑵　朝食及び夕食に係る費用に相

当するものが含まれる場合　前

項で定める額の３分の１に相当

する額 

３　旅行者が、旅行中自宅（住所又は

居住若しくはこれに相当する場所

をいう。）に宿泊する場合は、前２

項の規定にかかわらず、宿泊手当は

支給しない。

船賃若しくは航空賃を要しないが、

食費を要する場合に限り、支給す

る。

 　（転居費） （移転料）

 第１８条の２　転居費は、赴任に伴う

転居に要する費用（第１８条の４第

１項第１号又は第２号に規定する

場合の家族の転居に要する費用を

含む。）とし、その額は、転居の実

態を勘案して市長が規則で定める

方法により算定される額とする。

第１８条の２　移転料の額は、次に規

定する額による。 

(1)　赴任の際扶養親族を移転する

場合には、旧在勤地から新在勤地

までの路程に応じた別表第１の

定額による額 

(2)　赴任の際扶養親族を移転しな

い場合には、前号に規定する額の
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 ２分の１に相当する額 

(3)　赴任の際扶養親族を移転しな

いが赴任を命ぜられた日の翌日

から１年以内に扶養親族を移転

する場合には、前号に規定する額

に相当する額（赴任の後扶養親族

を移転するまでの間に更に赴任

があった場合には、各赴任につい

て支給することができる同号に

規定する額に相当する額の合計

額） 

２　前項第３号の場合において、扶養

親族を移転した際における移転料

の定額が職員が赴任した際の移転

料の定額と異なるときは、同号の額

は、扶養親族を移転した際における

移転料の定額を基礎として計算す

る。 

３　旅行命令権者は、公務上の必要又

は天災その他やむを得ない事情が

ある場合には、第１項第３号に規定

する期間を延長することができる。

 （着後滞在費） （着後手当）

 第１８条の３　着後滞在費は、赴任に

伴う転居に必要な滞在に係る費用

とし、その額は、内国旅行にあって

は５夜分を、外国旅行にあっては１

０夜分を限度として、現に宿泊した

夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の

第１８条の３　着後手当の額は、別表

第１の日当定額の５日分及び赴任

に伴い住所又は居所を移転した地

の存する地域の区分に応じた宿泊

料定額の５夜分に相当する額によ

る。
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 合計額に相当する額とする。

 （家族移転費） （扶養親族移転料）

 第１８条の４　家族移転費は、赴任に

伴う家族の移転に要する費用とし、

その額は、次に掲げる額とする。 

(1)　赴任の際家族（赴任を命ぜら

れた日において同居している者

に限る。以下この号及び次号にお

いて同じ。）を職員の新居住地に

移転する場合には、家族１人ごと

に、職員がその移転をするものと

して算定した鉄道賃、船賃、航空

賃、その他の交通費、宿泊費、包

括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在

費の合計額に相当する額 

(2)　前号に規定する場合に該当せ

ず、かつ、赴任を命ぜられた日の

翌日から１年以内に家族を職員

の居住地（赴任後家族を移転する

までの間に更に赴任があった場

合には、当該赴任後における職員

の新居住地）に移転する場合に

は、同号の規定に準じて算定した

額 

２　旅行命令権者は、公務上の必要又

は天災その他やむを得ない事情が

ある場合には、前項第２号に規定す

る期間を延長することができる。

第１８条の４　扶養親族移転料の額

は、次に規定する額による。 

(1)　赴任の際扶養親族を旧在勤地

から新在勤地まで随伴する場合

には、赴任を命ぜられた日におけ

る扶養親族１人ごとに、その移転

の際における年齢に従い、次に規

定する額の合計額  

ア　１２歳以上の者については、

その移転の際における職員相

当の鉄道賃、船賃、航空賃及び

車賃の全額並びに日当、宿泊

料、食卓料及び着後手当の３分

の２に相当する額 

イ　１２歳未満６歳以上の者に

ついては、アに規定する額の２

分の１に相当する額 

ウ　６歳未満の者については、そ

の移転の際における職員相当

の日当、宿泊料、食卓料及び着

後手当の３分の１に相当する

額。ただし、６歳未満の者を３

人以上随伴するときは、２人を

超える者ごとにその移転の際

における職員相当の鉄道賃及

び船賃の２分の１に相当する

金額を加算する。 
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 (2)　前号の規定に該当する場合を

除くほか、第１８条の２第１項第

１号又は第３号の規定に該当す

る場合には、扶養親族の旧居住地

から新居住地までの旅行につい

て前号の規定に準じて計算した

額。ただし、同号の規定により支

給することができる額に相当す

る額（赴任の後扶養親族を移転す

るまでの間に更に赴任があった

場合には、各赴任について同号の

規定により支給することができ

る額に相当する額の合計額）を超

えることができない。 

(3)　第１号アからウまでの規定に

より日当、宿泊料、食卓料及び着

後手当の額を計算する場合にお

いて、当該旅費の額に円位未満の

端数を生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

２　職員が赴任を命ぜられた日にお

いて胎児であった子を移転する場

合においては、扶養親族移転料の額

の計算については、その子を赴任を

命ぜられた日における扶養親族と

みなして、前項の規定を適用する。

  

第１９条　削除

（日額旅費） 

第１９条　第６条第１項に掲げる旅

費に代え日額旅費を支給する旅行
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 は、次の各号に掲げる旅行のうち当

該旅行の性質上日額旅費を支給す

ることを適当と認めて市長が指定

するものとする。 

(1)　測量、調査、土木営繕工事、

巡察その他これらに類する目的

のための旅行 

(2)　長期間の研修、講習、訓練そ

の他これらに類する目的のため

の旅行 

(3)　前号に掲げる旅行を除くほ

か、その職務の性質上常時出張を

必要とする職員の出張 

２　日額旅費の額、支給条件及び支給

方法は、市長が規則で定める。ただ

し、この額は、当該日額旅費の性質

に応じ、第６条第１項に掲げる旅費

の額についてこの条例で定める基

準をこえることができない。

 （在勤地内旅行の旅費） 

第２０条　在勤地内における旅行に

ついては、旅費を支給しない。ただ

し、特に交通機関を利用する必要が

あると旅行命令権者が認めた場合

に限り、これに要する鉄道賃及びそ

の他の交通費を支給する。 

 

 

 

（在勤地内旅行の旅費） 

第２０条　在勤地内における旅行に

ついては、旅費を支給しない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する

場合で、特に必要と認められた場合

に限り、当該各号に規定する旅費又

は当該旅費を基準とする日額旅費

を支給する。 

(1)　交通機関を利用する必要のあ

る場合には、これに要する鉄道
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第２１条　削除

賃、船賃及び車賃の実費 

(2)　公務上の必要又は天災その他

やむを得ない事情により宿泊す

る場合には、別表第１の宿泊料定

額の範囲内の実費額の宿泊料 

(3)　第２１条第１項第３号の規定

に該当する場合には、同号に規定

する額の移転料 

（在勤地以外の同一地域内の旅行

の旅費） 

第２１条　在勤地以外の同一地域（第

２条第３項に規定する地域の区分

による同一の地域をいう。）内にお

ける旅行については、鉄道賃、船賃、

車賃、移転料、着後手当及び扶養親

族移転料は支給しない。ただし、次

の各号のいずれかに該当する場合

においては、当該各号に規定する額

の旅費を支給する。 

(1)　鉄道１００キロメートル、水

路５０キロメートル又は陸路２

５キロメートル以上の旅行の場

合には、第１２条、第１３条又は

第１５条の規定による額の鉄道

賃、船賃又は車賃 

(2)　前号の規定に該当する場合を

除くほか、公務上の必要又は天災

その他やむを得ない事情により

特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃

を要する場合で、その実費額が当



－26－ 

 該旅行について支給される日当

額の２分の１に相当する額をこ

える場合には、そのこえる部分の

金額に相当する額の鉄道賃、船賃

又は車賃 

(3)　赴任を命ぜられた職員が、職

員のための市設宿舎に居住する

こと又はこれを明け渡すことを

命ぜられ、住所又は居所を移転し

た場合には、別表第１の鉄道５０

キロメートル未満の場合の移転

料定額の３分の１に相当する額

（扶養親族を随伴しない場合に

は、その２分の１に相当する額）

の移転料。ただし、当該移転料の

額を計算する場合において、その

額に円位未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てるものとす

る。 

２　第１６条第３項の規定は、前項第

１号の場合について準用する。

 （退職者等の旅費） （退職者等の旅費）

 第２２条　第３条第２項第１号又は

第４号の規定により支給する旅費

は、退職等の日の翌日から３月以内

における当該退職等に伴う旅行に

ついて、次に規定する旅費とする。

第２２条　第３条第２項第１号の規

定により支給する旅費は、次に規定

する旅費とする。

 (1)　第３条第２項第１号の規定に

より旅費を支給する場合には、次

(1)　職員が出張中に退職等となっ

た場合には、次に規定する旅費 
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 に掲げる旅費 

ア　職員が出張のための内国旅

行中に退職等となった場合に

は、出張の例に準じ、退職等と

なる前の職務にある者として

退職等の日にいた地から旧在

勤地に旅行するものとして計

算した旅費 

　　イ　職員が赴任のための内国旅

行中に退職等となった場合に

は、赴任の例に準じ、退職等と

なる前の職務にある者として

退職等の日にいた地から新在

勤地に旅行するものとして計

算した旅費

ア　退職等となった日（以下「退

職等の日」という。）にいた地

から退職等の命令の通達を受

け、又はその原因となった事実

の発生を知った日（以下「退職

等を知った日」という。）にい

た地までの前職務相当の旅費 

イ　退職等を知った日の翌日か

ら３月以内に出発して当該退

職等に伴う旅行をした場合に

限り、出張の例に準じて計算し

た退職等を知った日にいた地

から旧在勤地までの前職務相

当の旅費

 (2)　第３条第２項第４号の規定に

より旅費を支給する場合には、出

張の例に準じ、退職等となる前の

職務にある者として出張地から

本邦内に旅行するものとして計

算した旅費

(2)　職員が赴任中に退職等となっ

た場合には、赴任の例に準じ、か

つ、新在勤地を旧在勤地とみなし

て前号の規定に準じて計算した

旅費

 ２　前項の場合において、退職等とな

った職員が家族を移転するときは、

転居費のうち家族の転居に要する

費用及び家族移転費に相当するも

のを加えるものとする。

 ３　旅行命令権者は、天災その他やむ

を得ない事情がある場合には、第１

項に規定する期間を延長すること
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 ができる。

 （遺族の旅費） （遺族の旅費）

 第２３条　第３条第２項第２号の規

定に該当する場合において、同号の

規定により旅費を支給するときは、

次に規定する旅費とする。

第２３条　第３条第２項第２号の規

定により支給する旅費は、次に規定

する旅費とする。

 (1)　職員が出張のための旅行中に

死亡した場合には、出張の例に準

じ、職員が遺族の居住地と死亡地

との間を往復するものとして計

算した旅費

(1)　職員が出張中に死亡した場合

には、死亡地から旧在勤地までの

往復に要する前職務相当の旅費

 (2)　職員が赴任のための旅行中に

死亡した場合には、前号に規定す

る旅費のほか、赴任の例に準じ、

職員が死亡地から新居住地に旅

行するものとして計算した旅費

(2)　職員が赴任中に死亡した場合

には、赴任の例に準じて計算した

死亡地から新在勤地までの前職

務相当の旅費

 ２　（略） ２　（略）

 ３　第３条第２項第３号の規定によ

り支給する旅費は、出張の例に準じ

職員が遺族の居住地から帰住地（外

国に帰住する場合には、本邦におけ

る外国への出発地）に旅行するもの

として計算した旅費（宿泊費及び包

括宿泊費を除く。）とする。

３　第３条第２項第３号の規定によ

り支給する旅費は、第１８条の４第

１項第１号の規定に準じて計算し

た居住地から帰住地（外国に帰住す

る場合には、本邦における外国への

出発地）までの鉄道賃、船賃、車賃

及び食卓料とする。この場合におい

て、同号中「赴任を命ぜられた日」

とあるのは、「職員が死亡した日」

と読み替えるものとする。

 ４　第３条第２項第５号の規定によ

　り支給する旅費は、出張の例に準　
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 　じ、職員が遺族の居住地と死亡地と

　の間を往復するものとして計算　

　した旅費とする。

 ４　前項の規定により食卓料の額を

計算する場合において、当該旅費の

額に円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てるものとする。

 ５　職員が死亡した日において胎児

であった子を帰住の際随伴する場

合においては、その子を職員が死亡

した日における扶養親族とみなし

て前２項の規定を適用する。

 第３章　外国旅行の旅費

 （外国旅行の旅費） （本邦通過の場合の旅費）

 第２４条　職員が公務のため外国に

旅行する場合における旅費の種目

及び額は、第６条及び第１２条から

第１８条の４までの規定にかかわ

らず、国家公務員等の旅費に関する

法律施行令（令和６年政令第３０６

号。以下「旅費法施行令」という。）

及び国家公務員等の旅費支給規程

（昭和２５年省令第４５号。以下

「旅費規程」という。）に準じて市

長が定める。この場合において旅費

法施行令に規定する職務の級が６

級の職務にある者に支給される旅

費を基準とする。

第２４条　外国旅行中本邦を通過す

る場合には、その本邦内の旅行につ

いて支給する旅費は、前章に規定す

るところによる。ただし、移転料並

びに外国航路の船舶又は航空機に

より本邦を出発し、又は本邦に到着

した場合における船賃又は航空賃

及び本邦を出発した日からの日当

及び食卓料又は本邦に到着した日

までの日当及び食卓料については、

本章に規定するところによる。

  （鉄道賃） 
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 第２５条から第２９条まで　削除 第２５条　鉄道賃の額は、次に規定す

る旅客運賃（以下本条において「運

賃」という。）、急行料金及び寝台

料金（これらのものに対する通行税

を含む。）による。 

(1)　運賃の等級を３以上の階級に

区分する線路による旅行の場合

には、最上級の直近下位の級の運

賃 

(2)　運賃の等級を２階級に区分す

る線路による旅行の場合には、最

上級の運賃 

(3)　運賃の等級を設けない線路に

よる旅行の場合には、その乗車に

要する運賃 

(4)　公務上の必要により別に急行

料金又は寝台料金を必要とした

場合には、前３号に規定する運賃

のほか、現に支払った急行料金又

は寝台料金 

（船賃） 

第２６条　船賃の額は、次に規定する

旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含

む。以下この条において「運賃」と

いう。）及び寝台料金（これらのも

のに対する通行税を含む。）による。 

(1)　運賃の等級を２以上に区分す

る船舶による旅行の場合には、最

上級の運賃とし、最上級の運賃を

更に２以上に区分する船舶によ
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 る旅行の場合には、次に規定する

運賃 

ア　最上級の運賃が４以上に区

分する船舶による旅行の場合

には、４級以上の職務にある者

については、その階級内の最上

級の２級下位の級の運賃、３級

以下の職務にある者について

は、最下級の運賃 

イ　最上級の運賃を３に区分す

る船舶による旅行の場合には、

最下級の運賃 

ウ　最上級の運賃を２に区分す

る船舶による旅行の場合には、

下級の運賃 

(2)　運賃の等級を設けない船舶に

よる旅行の場合には、その乗船に

要する運賃 

(3)　公務上の必要により別に寝台

料金を必要とした場合には、前２

号に規定する運賃のほか現に支

払った寝台料金 

（航空賃及び車賃） 

第２７条　航空賃の額は、次の各号に

規定する旅客運賃（以下本条におい

て「運賃」という。）による。 

(1)　運賃の等級を２以上の階級に

区分する航空路による旅行の場

合には、最上級の直近下位の級の

運賃 
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 (2)　運賃の等級を設けない航空路

による旅行の場合には、航空機の

利用に要する運賃 

２　車賃の額は、実費額による。 

（日当、宿泊料及び食卓料） 

第２８条　日当及び宿泊料の額は、旅

行先の区分に応じた別表第２の定

額による。 

２　第２５条第４号の規定による寝

台料金を支給する場合における宿

泊料の額は、前項の規定にかかわら

ず、旅行地の区分に応じた別表第２

の定額の１０分の７に相当する額

とする。 

３　食卓料の額は、別表第２の定額に

よる。 

４　第１６条第２項及び第３項、第１

７条第２項並びに第１８条第２項

の規定は、外国旅行の場合の日当、

宿泊料及び食卓料について準用す

る。 

（支度料） 

第２９条　支度料の額は、旅行期間に

応じた別表第２の定額による。 

２　外国に出張を命ぜられた者が過

去において支度料の支給を受けた

者である場合には、その者に対し支

給する支度料の額は、前項の規定に

かかわらず同項の規定による額か

らその出張を命ぜられた日から起
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 算して過去１年以内に支給を受け

た支度料の合計額を差し引いた額

の範囲内の額による。

 （渡航雑費） （旅行雑費）

 第３０条　渡航雑費は、外国旅行に要

する雑費とし、その額は、予防接種

に係る費用、旅券の交付手数料及び

査証手数料、外貨交換手数料並びに

入出国税その他外国旅行に必要な

費用の額とする。

第３０条　旅行雑費の額は、旅行者の

予防注射料、旅券の交付手数料及び

査証手数料、外貨交換手数料並びに

入出国税の実費額による。

 （死亡手当） （死亡手当）

 第３１条　死亡手当は、職員又はその

配偶者若しくは子の外国における

死亡（第３条第２項第５号に規定す

る場合に限る。）に伴う諸雑費に充

てるための費用とし、その額は、通

常要する費用の額を勘案して、旅費

法施行令及び旅費規程に準じて市

長が定める。

第３１条　死亡手当の額は、別表第２

の定額による。ただし、旅行中に死

亡した場合（死亡地が本邦である場

合を除く。）には、本文の規定によ

る額の１０分の８に相当する額に

よる。 

２　職員が出張のため外国旅行中に

死亡し、かつ、その死亡地が本邦で

ある場合において支給する死亡手

当の額は、前項の規定にかかわら

ず、当該職員の本邦における所属庁

（任命権者の在勤庁をいう。以下同

じ。）所在地を旧在勤地とみなして

第２３条第１項の規定に準じて計

算した旅費の額による。 

３　第２３条第２項の規定は、死亡手

当の支給を受ける遺族の順位にお

いて準用する。
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 （旅費の支給額の上限） 

第３２条　鉄道賃、船賃、航空賃及び

その他の交通費（家族移転費のうち

これらに相当する部分を含む。）に

係る旅費の支給額は、第１２条第１

項各号、第１３条第１項各号、第１

４条第１項各号及び第１５条各号

に掲げる各費用について、当該各条

及び第７条の規定により計算した

額と現に支払った額を比較し、当該

各費用ごとのいずれか少ない額を

合計した額とする。 

２　宿泊費、包括宿泊費、転居費、着

　後滞在費（宿泊手当に相当する部分

　を除く。）、家族移転費（宿泊手　

　当に相当する部分を除く。）及び渡

　航雑費に係る旅費の支給額は、当該

　各種目について第７条、第１７条か

　ら第１８条の４第１項まで、及び第

　３０条の規定により計算した額と

　現に支払った額を比較し、当該各種

　目ごとのいずれか少ない額を合計

　した額とする。 

 

第３２条の２及び第３２条の３　削

除

（旅行手当） 

第３２条　第６条第１項に掲げる旅

費に代え旅行手当を支給する旅行

は、旅行先の特別の事情により別表

第２の定額による旅費を支給する

ことが適当でないと認めて、市長が

指定する旅行とする。 

２　旅行手当の額、支給条件及び支給

方法は、任令権者がそのつど市長と

協議して定める。ただし、その額は、

当該旅行の性質に応じ、第６条第１

項に掲げる旅費の額についてこの

条例で定める基準を超えることが

できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（同一地域内旅行の旅費） 

第３２条の２　第２１条第１項第１

号及び第２号並びに第２項の規定

は、外国の同一地域内における旅行

の旅費について準用する。この場合

において、同条第１項第１号中「第

１２条、第１３条又は第１５条」と
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 あるのは、「第２５条、第２６条又

は第２７条第２項」と読み替えるも

のとする。 

（退職者等の旅費） 

第３２条の３　第３条第２項第４号

の規定により支給する旅費は、次に

規定する旅費とする。 

(1)　退職等の日にいた地から退職

等を知った日にいた地までの前

職務相当の旅費 

(2)　退職等を知った日の翌日から

３月以内に出発して、本邦に帰住

した場合に限り、次に規定する旅

費 

ア　退職等を知った日の翌日か

らその出発の前日までの退職

等を知った日にいた地の存す

る地域の区分に応じた前職務

相当の日当及び宿泊料。ただ

し、日当については３０日分、

宿泊料については３０夜分を

超えることができない。 

イ　出張の例に準じて計算した

退職等を知った日にいた地か

ら旧在勤地までの前職務相当

の旅費（支度料を除く。） 

２　職員が第３条第２項第４号の規

定に該当し、かつ、その退職等を知

った日にいた地が本邦である場合

において同号の規定により支給す
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 る旅費は、前項の規定にかかわら

ず、第２２条第１号の規定に準じて

計算した旅費とする。 

３　任命権者は、天災その他やむを得

ない事情がある場合には、第１項第

２号に規定する期間を延長するこ

とができる。

 第４章　雑則

 （旅費の調整） （旅費の調整）

 第３３条　旅行命令権者は、旅行者

が、公用の交通機関、宿泊施設等を

利用して旅行した場合その他当該

旅行における特別の事情により又

は当該旅行の性質上この条例の規

定による旅費を支給した場合には、

不当に旅行の実費をこえた旅費又

は通常必要としない旅費を支給す

ることとなるときは、その実費をこ

えることとなる部分の旅費又はそ

の必要としない部分の旅費を支給

しないことができる。

第３３条　任命権者    は、旅行者

が、公用の交通機関、宿泊施設等を

利用して旅行した場合その他当該

旅行における特別の事情により又

は当該旅行の性質上この条例の規

定による旅費を支給した場合には、

不当に旅行の実費をこえた旅費又

は通常必要としない旅費を支給す

ることとなるときは、その実費をこ

えることとなる部分の旅費又はそ

の必要としない部分の旅費を支給

しないことができる。

 ２　旅行命令権者は、旅行者がこの条

例の規定による旅費により旅行す

ることが当該旅行における特別の

事情により又は当該旅行の性質上

困難である場合には市長に協議し

て定める旅費を支給することがで

きる。

２　任命権者    は、旅行者がこの条

例の規定による旅費により旅行す

ることが当該旅行における特別の

事情により又は当該旅行の性質上

困難である場合には市長と協議し

て定める旅費を支給することがで

きる。

 （旅費の特例） （旅費の特例）
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 第３４条　旅行命令権者は、職員につ

いて労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）第１５条第３項若しくは第

６４条又は船員法（昭和２２年法律

第１００号）第４７条の規定に該当

する事由がある場合において、この

条例の規定による旅費の支給がで

きないとき、又はこの条例の規定に

より支給する旅費が労働基準法第

１５条第３項若しくは第６４条又

は船員法第４８条の規定による旅

費又は費用に満たないときは、当該

職員に対しこれらの規定による旅

費若しくは費用に相当する金額又

はその満たない部分に相当する金

額を旅費として支給するものとす

る。

第３４条　任命権者    は、職員につ

いて労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）第１５条第３項若しくは第

６４条又は船員法（昭和２２年法律

第１００号）第４７条の規定に該当

する事由がある場合において、この

条例の規定による旅費の支給がで

きないとき、又はこの条例の規定に

より支給する旅費が労働基準法第

１５条第３項若しくは第６４条又

は船員法第４８条の規定による旅

費又は費用に満たないときは、当該

職員に対しこれらの規定による旅

費若しくは費用に相当する金額又

はその満たない部分に相当する金

額を旅費として支給するものとす

る。

 （旅費の返納） 

第３５条　支出命令権者は、旅行者又

は旅行役務提供者がこの条例の規

定に違反して旅費の支給又は旅費

に相当する金額の支払を受けた場

合には、当該旅費又は当該金額を返

納させなければならない。 

２　旅行者がこの条例の規定に違反

して旅費の支給を受けた場合には、

支出命令権者は、前項に規定する返

納に代えて、その後においてその者

に対し支出し、又は支払う給与又は
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 旅費の額から、当該旅費に相当する

金額を差し引くことができる。 

３　前項に規定する給与の種類は、市

長が規則で定める。

 　（随行職員の旅費） 　（随行職員の旅費）

 第３６条　（略） 第３５条　（略）

 　（委任） 　（委任）

 第３７条　（略） 第３６条　（略）

 別表　内国旅行の旅費（第１７条、第

１８条関係）

別表第１　内国旅行の旅費（第１６条

～第１８条の３まで、第２０条、第

２１条関係）

 １　日当、宿泊料及び食卓料  

 【別記1ｰ1　参照】 【別記1ｰ2　参照】

 備考

 宿泊料の欄中、甲地方とは、東

京都の区の存する地域、大阪市、

名古屋市、京都市、横浜市及び神

戸市をいい、乙地方とは、その他

の地域をいう。

 ２　移転料

 【別記1-3　参照】

 備考　路程の計算については、水路

及び陸路４分の１キロメートル

をもって鉄道１キロメートルと

みなす。

 別表第２　外国旅行の旅費（第２８

条、第２９条、第３１条、第３２条

関係） 
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【別記1-1】 

 １　日当、宿泊料及び食卓料

 【別記2ｰ1　参照】 【別記2ｰ1　参照】

 備考 

１　指定都市とは、市長が規則で

定める都市の地域をいい、甲地

方とは、北米地域、欧州地域及

び中近東地域として市長が規

則で定める地域のうち指定都

市の地域以外の地域で市長が

規則で定める地域をいい、丙地

方とは、アジア地域（本邦を除

く。）、中南米地域、大洋州地

域、アフリカ地域及び南極地域

として市長が規則で定める地

域のうち指定都市の地域以外

の地域で市長が規則で定める

地域をいい、乙地方とは、指定

都市、甲地方及び丙地方の地域

以外の地域（本邦を除く。）を

いう。 

２　船舶又は航空機による旅行

（外国を出発した日及び外国

に到着した日の旅行を除く。）

の場合における日当の額は、丙

地方につき定める定額とする。 

２　支度料及び死亡手当

 【別記2ｰ2　参照】 【別記2ｰ2　参照】
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改正後 

 
区分 宿泊費基準額（１夜につき） 宿泊手当（１夜につき）  

 北海道 １万３，０００円 ２，４００円
 青森県 １万１，０００円

 岩手県 ９，０００円

 宮城県 １万円

 秋田県 １万１，０００円

 山形県 １万円

 福島県 ８，０００円

 茨城県 １万１，０００円

 栃木県 １万円

 群馬県 １万円

 埼玉県 １万９，０００円

 千葉県 １万７，０００円

 東京都 １万９，０００円

 神奈川県 １万６，０００円

 新潟県 １万６，０００円

 富山県 １万１，０００円

 石川県 ９，０００円

 福井県 １万円

 山梨県 １万２，０００円

 長野県 １万１，０００円

 岐阜県 １万３，０００円

 静岡県 ９，０００円

 愛知県 １万１，０００円

 三重県 ９，０００円

 滋賀県 １万１，０００円

 京都府 １万９，０００円



－41－ 

 

【別記1-2】 

　改正前 

 大阪府 １万３，０００円

 兵庫県 １万２，０００円

 奈良県 １万１，０００円

 和歌山県 １万１，０００円

 鳥取県 ８，０００円

 島根県 ９，０００円

 岡山県 １万円

 広島県 １万３，０００円

 山口県 ８，０００円

 徳島県 １万円

 香川県 １万５，０００円

 愛媛県 １万円

 高知県 １万１，０００円

 福岡県 １万８，０００円

 佐賀県 １万１，０００円

 長崎県 １万１，０００円

 熊本県 １万４，０００円

 大分県 １万１，０００円

 宮崎県 １万２，０００円

 鹿児島県 １万２，０００円

 沖縄県 １万１，０００円

 
区分 日当（１日につ

き）

宿泊料（１夜につき） 食卓料（１夜に

つき）
 

甲地方 乙地方

 
３級以上の職務に

ある者

２，２００円 １万３，１０

０円

１万１，８０

０円

２，６００円

 
２級以下の職務に １，７００円 １万１，８０ １万９００円 ２，２００円
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【別記1-3】 

　改正前 

 

【別記2ｰ1】 

　改正前 

 
ある者 ０円

 
区分 鉄道５

０キロ

メート

ル未満

鉄道５

０キロ

メート

ル以上

１００

キロメ

ートル

未満

鉄道１

００キ

ロメー

トル以

上３０

０キロ

メート

ル未満

鉄道３

００キ

ロメー

トル以

上５０

０キロ

メート

ル未満

鉄道５

００キ

ロメー

トル以

上１，０

００キ

ロメー

トル未

満

鉄道

１，０

００キ

ロメー

トル以

上１，

５００

キロメ

ートル

未満

鉄道

１，５

００キ

ロメー

トル以

上２，

０００

キロメ

ートル

未満

鉄道

２，０

００キ

ロメー

トル以

上

 
５級以上の

職務にある

もの

１０万

７，００

０円

１２万

３，００

０円

１５万

２，００

０円

１８万

７，００

０円

２４万

８，００

０円

２６万

１，０

００円

２７万

９，０

００円

３２万

４，０

００円

 
４級以下の

職務にある

もの

９万３，

０００

円

１０万

７，００

０円

１３万

２，００

０円

１６万

３，００

０円

２１万

６，００

０円

２２万

７，０

００円

２４万

３，０

００円

２８万

２，０

００円

 
区分 日当（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 食事料 

（１夜につ

き）

 
指定都

市

甲地方乙地方丙地方指定都

市

甲地方乙地方丙地方

 
３級以上 ６，２５，２４，２３，８ １万 １万 １万 １万５，８００円 
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【別記2ｰ2】 

改正前 

　 

（長久手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

　一部改正） 

第２条　長久手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和３６年長久手村条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 
の職務に

ある者

００円００円００円００円９，３

００円

６，１

００円

２，９

００円

１，６

００円

 
２級以下

の職務に

ある者

５，３

００円

４，４

００円

３，６

００円

３，２

００円

１万

６，１

００円

１万

３，４

００円

１万８

００円

９，７

００円

４，８００円

 
支度料 死亡手当

 
旅行期間１月未満 旅行期間１月以上

３月未満

旅行期間３月以上

 
６万１，９９０円 ７万５，２７０円 ８万８，５５０円 ４６万円

 
改正後 改正前

 別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

 【別記1　参照】 【別記1　参照】

 備考　宿泊料の欄中甲地方は東京

都の区の存する地域、大阪市、名

古屋市、京都市、横浜市、及び神

戸市をいい、乙地方とは、その他

の地域をいう。
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【別記1】 

改正後 

 

改正前 

 

（長久手市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

第３条　長久手市証人等の実費弁償に関する条例（昭和３７年長久手村条例第

３号）の一部を次のように改正する。 

 

 
鉄道賃及

び船賃

航空賃 その他の

交通費　 

         

       

包括宿泊

費

宿泊費 

（１夜につき）

宿泊手当 

（１夜につ

き） 

 
長久手市職員の旅費に関する条例（昭和４０年長久手村条例第３号）に規定

する８級の職務にあるものの相当額。ただし、教育委員会委員、選挙管理委員

会委員、監査委員、公平委員会委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委

員会委員については、長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関

する条例（昭和４１年長久手村条例第３号）に規定する市長等相当額

 
鉄道賃   

     

船賃  車馬賃   

      

（１キロ

につき）

宿泊料（１夜につき）日当     

（１日に

つき）

食事料 

（１夜につ

き）

 
甲地方 乙地方

 
長久手市職員の旅費に関する条例（昭和４０年長久手村条例第３号）に規定

する８級の職務にあるものの相当額。ただし、教育委員会委員、選挙管理委員

会委員、監査委員、公平委員会委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委

員会委員については、長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関

する条例（昭和４１年長久手村条例第３号）に規定する市長等相当額
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【別記1】 

 

改正後 

 

改正前 

 

（長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改

正） 

第４条　長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭

和４１年長久手村条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 
改正後 改正前

 別表 別表

 【別記1　参照】 【別記1　参照】

 
鉄道賃及び船

賃

航空賃 その他の

交通費

包括宿泊費 

          

宿泊費 

（１夜につき）

宿泊手当 

（１夜につき）

 
長久手市職員の旅費に関する条例（昭和４０年長久手村条例第３号）に規定す

る８級の職務にある者の相当額

 
鉄道賃 船賃 車賃           

（１キロにつき）

日当   

（１日につき）

宿泊料　　 

（１夜につき）

 
長久手市職員の旅費に関する条例（昭和４０年長久手村条例第３号）に規定す

る８級の職務にある者の相当額

 
改正後 改正前

 （旅費） （旅費）

 第８条　（略） 第８条　（略）

 ２　前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航 ２　前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航
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 空賃、その他の交通費、宿泊費、包

括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び

死亡手当とする。

空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、

支度料、死亡手当、旅行雑費及び旅

行手当とする　。

 （鉄道賃等の額） （鉄道賃等の額）

 第９条　鉄道賃、船賃、航空賃及びそ

の他の交通費の額は、　　　　　一

般職の職員で８級の職にあるもの

の例による。ただし、運賃の等級が

区分されている場合は、この限りで

ない。 

２　前項の規定にかかわらず、特別の

事由による場合は、鉄道賃について

は特別車両料金、船賃については特

別船室料金を支給することができ

る。

第９条　鉄道賃、船賃及び航空賃の額

は、　　　　　　　　　　　　　一

般職の職員で８級の職にあるもの

の例による。                   

                               

      

 （宿泊費等の額） （車賃等の額）

 第１０条　宿泊費の額は、別表第２を

上限とする実費額とする。 

２　宿泊手当の額は、別表第２の額と

する。

第１０条　車賃、日当、宿泊料及び食

事料の額は、別表第２のとおりとす

る。

 （外国旅行の旅費） 

第１０条の２　公務のため外国に旅

行する場合における旅費の種目及

び額は、国家公務員等の旅費に関す

る法律施行令（令和６年政令第３０

６号。以下「旅費法施行令」という。）

及び国家公務員等の旅費支給規程

（昭和２５年省令第４５号。）に準

じて市長が定める。この場合におい
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 て、旅費法施行令に規定する職務の

級が指定職職員等の職務にあるも

のに支給される旅費を基準とする。

 （死亡手当の額） （支度料等の額）

 第１１条　死亡手当の額は、一般職の

職員の例による。

第１１条　支度料及び死亡手当の額

は、別表第３のとおりとする。

 （渡航雑費の額） （旅行雑費等の額）

 第１２条　渡航雑費の額は、一般職の

職員の例による。

第１２条　旅行雑費及び旅行手当の

額は、一般職の職員の例による。

 別表第２（第１０条関係） 

 

【別記1ｰ1　参照】

別表第２（第１０条関係） 

(1)　内国旅行の場合 

【別記1-2　参照】 

備考 

宿泊料の欄中、甲地方とは、東

京都の区の存する地域、大阪市、

名古屋市、京都市、横浜市及び神

戸市をいい、乙地方とは、その他

の地域をいう。 

(2)　外国旅行の場合 

【別記1-3　参照】 

備考 

１　指定都市、甲地方、乙地方及

び丙地方の地域の区分は、一般

職の職員の例による。 

２　船舶又は航空機による旅行

（外国を出発した日及び外国

に到着した日の旅行を除く。）

の場合における日当の額は、丙

地方につき定める定額とする。



－48－ 

 

【別記1ｰ1】 

改正後 

 別表第３（第１１条関係）

 【別記2　参照】 【別記2　参照】

 
区分 宿泊費（１夜につき） 宿泊手当（１夜につき）

 北海道 １万８，０００円 ２，４００円
 青森県 １万５，０００円

 岩手県 １万３，０００円

 宮城県 １万４，０００円

 秋田県 １万５，０００円

 山形県 １万４，０００円

 福島県 １万１，０００円

 茨城県 １万５，０００円

 栃木県 １万４，０００円

 群馬県 １万４，０００円

 埼玉県 ２万７，０００円

 千葉県 ２万４，０００円

 東京都 ２万７，０００円

 神奈川県 ２万２，０００円

 新潟県 ２万２，０００円

 富山県 １万５，０００円

 石川県 １万３，０００円

 福井県 １万４，０００円

 山梨県 １万７，０００円

 長野県 １万５，０００円

 岐阜県 １万８，０００円

 静岡県 １万３，０００円
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　【別記1-2】 

改正前 

 愛知県 １万５，０００円

 三重県 １万３，０００円

 滋賀県 １万５，０００円

 京都府 ２万７，０００円

 大阪府 １万８，０００円

 兵庫県 １万７，０００円

 奈良県 １万５，０００円

 和歌山県 １万５，０００円

 鳥取県 １万１，０００円

 島根県 １万３，０００円

 岡山県 １万４，０００円

 広島県 １万８，０００円

 山口県 １万１，０００円

 徳島県 １万４，０００円

 香川県 ２万１，０００円

 愛媛県 １万４，０００円

 高知県 １万５，０００円

 福岡県 ２万５，０００円

 佐賀県 １万５，０００円

 長崎県 １万５，０００円

 熊本県 ２万円

 大分県 １万５，０００円

 宮崎県 １万７，０００円

 鹿児島県 １万７，０００円

 沖縄県 １万５，０００円

 
職名 車賃 日当 宿泊料（１夜につき） 食事料 
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【別記1ｰ3】 

改正前 

 

　【別記2】 

改正前 

 

（長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部改正） 

 
（１日につ

き）

（１夜につ

き）

 
甲地方 乙地方

 
市長、副市長及

び教育長

実費 ２，６００円 １万４，８

００円

１万３，３

００円

３，０００円

 
職名 日当（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 食事料 

（１夜につ

き）

 指定

都市

甲地

方

乙地

方

丙地

方

指定

都市

甲地

方

乙地

方

丙地

方

 
市長、副市長及

び教育長

７,２

００ 

　円

６，２

００

円

５,０

００ 

　円

４,５

００ 

　円

２万

２，５

００

円

１万

８，８

００

円

１万

５,１

００ 

　円

１万

３,５

００ 

　円

６，７００円

 
職名 支度料 死亡手当

 
旅行期間１月未

満

旅行期間１月以

上３月未満

旅行期間３月以

上

 
市長、副市長

及び教育長

７万８，１６０

円

９万４，９１０

円

１１万１，６５

０円

５８万円
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第５条　長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

（昭和５４年長久手町条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 

 

　【別記1】 

改正後 

 
改正後 改正前

 別表（第３条、第７条関係） 別表（第３条、第７条関係）

 【別記1　参照】 【別記1　参照】

 備考　宿泊料の欄中、甲地方とは、

東京都の区の存する地域、大阪

市、名古屋市、京都市、横浜市及

び神戸市をいい、乙地方とは、そ

の他の地域をいう。

 
区分 議員報酬月額 旅費

 
鉄道賃

及び船

賃

航空賃 その

他の

交通

費

包括宿

泊費   

       

       

宿泊費 

（１夜に

つき）

宿泊手

当 

（１夜

につき）
 

    

  

    

  

 
議長 ４９万７，００

０円

長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例（昭和４１年長久手村条例第３

号）の規定による市長に支給する旅費の額に相当す

る額 

 
副議長 ４３万１，００

０円

 
常任委員

会（予算決

算委員会

３７万９，００

０円
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改正前 

 
を除く。以

下同じ。）

委員長及

び議会運

営委員会

の委員長

 
常任委員

会及び議

会運営委

員会の副

委員長

３７万４，００

０円

 
議員（議

長、副議

長、常任委

員会及び

議会運営

委員会の

委員長並

びに副委

員長を除

く。）

３６万９，００

０円

 
区分 議員報酬月額 旅費

  鉄道賃

及び船

賃

航空賃 車賃

    

    

  

日当 

（１日

につき） 

宿泊料 

（１夜に

つき）

食事料 

  

（１夜

につき） 
 

甲地 乙地
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方 方

 
議長 ４９万７，００

０円

長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例（昭和４１年長久手村条例第３

号）の規定による市長に支給する旅費の額に相当す

る額

 
副議長 ４３万１，００

０円

 
常任委員

会（予算決

算委員会

を除く。以

下同じ。）

委員長及

び議会運

営委員会

の委員長

３７万９，００

０円

 
常任委員

会及び議

会運営委

員会の副

委員長

３７万４，００

０円

 
議員（議

長、副議

長、常任委

員会及び

議会運営

委員会の

委員長並

びに副委

員長を除

３６万９，００

０円
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　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　第１条の規定による改正後の長久手市職員の旅費に関する条例（以下「新

条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下この項及び次項にお

いて「施行日」という。）以後に新条例第２条第３号に規定する旅行命令権

者が新条例第４条第１項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、

施行日前に改正前の長久手市職員の旅費に関する条例（以下この項及び第４

項において「旧条例」という。）第４条第１項に規定する旅行命令権者が同

項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。た

だし、施行日前に旧条例第４条第１項に規定する旅行命令権者が同項に規定

する旅行命令等を発し、かつ施行日以後に新条例第２条第３号に規定する旅

行命令権者が新条例第４条第３項の規定により当該旅行命令等を変更する旅

行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に

対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応す

る分については、なお従前の例による。 

３　新条例第３条第２項、第２２条及び第２３条の規定は、施行日以後に退職

（免職を含む。）、失職若しくは休職（以下この項において「退職等」とい

う。）となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等と

なった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。 

４　新条例第３条第５項及び第６項の規定は、これらの項に規定する者が同条

第１項から第４項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合に

ついて適用し、旧条例第３条第１項から第３項までの規定により旅費の支給

を受けることができる場合については、なお従前の例による。 

５　新条例第３５条の規定は、新条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場

合について適用する。 

６　第２条の規定による改正後の長久手市特別職の職員で非常勤のものの報酬

 
く。）
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及び費用弁償に関する条例、第３条の規定による改正後の長久手市証人等の

実費弁償に関する条例、第４条の規定による改正後の長久手市特別職の職員

で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第５条の規定による改正後の

長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定

は、条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行

については、なお従前の例による。 
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－57－ 

議案の概要 
 

１　改正の趣旨 

　　この条例は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、国家公

務員に準じて長久手市職員の旅費に関する条例等の一部を改正するものです。 

　　（背景・目的）法律の改正に伴い、条例の改正を行うものです。 

 

２　改正の内容 

　⑴　第１条 

　　ア　旅費の支給について、職員本人に代えて旅行役務提供者に直接支払う

ことができる規定及び請求手続の規定を追加すること。（第３条及び第

１１条関係） 

　　イ　旅費の種目を改めること。（第６条関係） 

　　ウ　旅費の計算について、実費を弁償する規定に改めること。（第７条関

係） 

　　エ　交通費について整理し、内国旅行における鉄道賃の特急料金の支給に

ついて、現行の距離制限を廃止すること。（第１２条から第１５条まで

関係） 

　　オ　宿泊費について、定額支給から宿泊地域ごとに上限付き宿泊費基準額

を設け、実費支給とする規定に改めること。（第１７条関係） 

　　カ　交通費と宿泊費が一体となった募集型企画旅行に対応する包括宿泊費

を規定すること。（第１７条の２関係） 

　　キ　日当を廃止し、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用を

定額支給する宿泊手当を規定すること。（第１８条関係） 

　　ク　移転料を転居費に改め、赴任に伴う転居に要する実費支給とすること。

（第１８条の２関係） 

　　ケ　着後手当を着後滞在費に改め、上限付きの支給とする規定とすること。

（第１８条の３関係） 

　　コ　扶養親族移転料を家族移転費に改め、支給対象を家族の移転に要する

費用に改めること。（第１８条の４関係） 
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　　サ　外国旅行に要する旅費について、支給の範囲、着後滞在費及び渡航雑

費の算定方法等を国家公務員に準じる規定に改めること。（第２４条関

係） 

　　シ　死亡手当の支給対象に配偶者及び子を追加すること。（第３１条関係） 

　　ス　旅費の支給額の上限及び旅費の返納について規定すること。（第３２

条及び第３５条関係） 

　　セ　所要の規定の整理を行うこと。 

　⑵　第２条 

　　　旅費の種目を改めること。（別表第２関係） 

⑶　第３条 

　　　旅費の種目を改めること。（別表関係） 

　⑷　第４条 

　　ア　旅費の種目を改めること。（第８条関係） 

　　イ　鉄道賃等の額について、その他の交通費を追加すること。（第９条関

係） 

　　ウ　宿泊費について、上限付きの実費額とし、宿泊手当については定額支

給とする規定に改めること。（第１０条関係） 

　　エ　外国旅行の旅費について、国家公務員に準じる規定を追加すること。

（第１０条の２関係） 

　　オ　所要の規定の整理を行うこと。 

　⑸　第５条 

　　　旅費の種目を改めること。（別表関係） 

 

３　今後の影響 

　　条例の改正により、実態に即した適正な旅費の支給ができるようになりま

す。 

 

４　附則について 

　⑴　この条例は、令和８年４月１日から施行するものとします。 

　⑵　附則第２項に経過措置を規定するものとします。


